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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

紺碧ソアリングクラブ所属レット・ナードニー・ポドニク・クノビーチェ式Ｌ－１３型 

ＪＡ２２１０（滑空機）は、平成４年９月２３日、機長の慣熟飛行のため栃木県小山 

市小山絹滑空場を飛行機曳航により離陸した後、高度約３０ｍで曳航索を離脱して旋 

回中、１１時５５分ごろ、滑空場近くの鬼怒川河川敷に墜落した。

同機には機長ほか１名が搭乗していたが、機長が死亡し、同乗者が重傷を負った。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　調査組織

航空事故調査委員会は、平成４年９月２３日、本事故の調査を担当する主管調査 

官ほか２名の調査官を指名した。

1.2.2　調査の実施時期

平成４年９月２４日 現場調査

平成４年９月２８日 機体調査

平成５年７月２９日 調査飛行



２　認定した事実
２．１　飛行の経過

ＪＡ２２１０（以下「滑空機」という。）は、平成４年９月２３日、栃木県小山市 

中河原字東河原６０８番地の鬼怒川右岸河川敷の小山絹滑空場において、紺碧ソアリ 

ンク・クラブに所属する機長及び同乗者（自家用操縦士技能証明（滑空機）を有する者） 

により、１０時３０分ごろから飛行準備が行われた。

滑空機の飛行準備に立ち会い、その一部を支援した者によれば、飛行準備の状況は 

次のとおりであった。

滑空機は、水平尾翼が上方に折り畳まれ、所要の箇所がシートカバーやテープ 

で保護されて、ロープで滑空場脇の野外に係留されていた状態から飛行準備が行 

われ、水平尾翼を組み立てた後、飛行前点検が実施された。

水平尾翼を組み立てた際には、機長がテール・コーンの装着を行った。

滑空機は当日１回目の飛行を行うため１１時４０分ごろ発航位置に移動され、 

機長の慣熟飛行を行うため機長が前席に、同乗者が後席に乗り組み、離陸前点検、 

無線機の点検及びブリーフィングが行われた。

その後事故に至るまでの飛行の経過は、曳航機の機長及び発航開始地点の西約５０ 

ｍの位置から滑空機の飛行を目撃した複数の者の口述を総合すると次のとおりであっ 

た。

滑空機は、滑空場北端から内側に約５０ｍ入った地点から、１１時５４分ごろ 

飛行機曳航により、南に向かって発航した。

滑空機は、約１００ｍ滑走したころ曳航機より先に離陸し、しばらくの間は通 

常どおり約１．５ｍの高度を維持していた。

その後滑空機は、曳航機が上昇速度まで加速するための水平飛行を行っている 

うちに、上昇を開始して追随位置を上方に逸脱し、曳航機が上昇を開始したころ 

には曳航機との高度差が約５ｍとなり、その後も高度差が開いて行った。

曳航機からは滑空機の機首部と機体の下面しか見えなくなり、滑空機からは曳 

航機を視界に入れられないと思われる状況となった。

曳航機側では、滑空機によって曳航機の尾部が吊り上げられるのを防止するた 

めにエレベータを大きく操作しなければならないような余裕のない状態ではなか 

ったが、これ以上滑空機が高度差をとる場合は曳航索を離脱する必要があると考 

えたころ、連絡なしに滑空機側で曳航索を離脱した。

離脱した場所は滑空場南端上空付近で、滑空機の高度は約３０ｍ、曳航機との 

高度差は約１０ｍ、曳航機の速度は約１００km/h、上昇率は約６００ft/minであ 

った。

それまでの間、滑空機は左右にずれることなく曳航軸線上を直進し、急激な姿



勢の変化や急激な高度の変化はなく、曳航索にたるみは発生しなかった。

また、曳航機の機体及びエンジンに異常はなく、曳航機の飛行は通常どおり行 

われ、気流の乱れもなかった。

滑空機は、曳航索を離脱した後直進しながら、スムーズに機首上げ角約２０° 

まで機首を上げ、更にダイブブレーキをほぼ全開位置まで開き、数秒後に全閉と 

した。この間に滑空機の速度は極端に減少した。曳航機の機長が「速度をつけろ。」 

と無線連絡したが応答はなかった。

滑空機は、機首をほとんど下げることなく低速のまま、バンク角約２０°の左旋 

回を開始したが、約１８０°旋回したころ、左に急激に傾き、その後、機首が大き 

く下がって左に旋転しながら墜落して行った。

曳航機は離脱後、水平直線飛行で若干加速して滑空機から離れ、左上昇旋回を 

行って鬼怒川の向こう岸に向かい、滑空場北側から曳航索を装着したまま進入を 

行って着陸した。

同乗者は当該飛行に関する記憶を喪失し、その後も記憶が回復しなかったため、同 

人から飛行の状況を聴取することはできなかった。

滑空機は滑空場南端から約７０ｍ南東の、滑空場よりも約５ｍ低い河川敷の草地に、 

機首をおおむね南に向けて墜落していた。（付図１及び写真１、２参照）

事故発生地点は茨城県下館市大字九蔵新田字九蔵河原７番の鬼怒川右岸河川敷で、 

事故発生時刻は１１時５５分ごろであった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

機長が死亡し、同乗者が重傷を負った。

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度

大破

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

胴体 破損

主翼 左右主翼破損

尾翼 一部変形

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし



２．５　乗組員に関する情報

機長 男性 ４９歳

自家用操縦士技能証明書（滑空機）  第１１２２号

昭和３８年８月３１日

限定事項 中級滑空機 昭和３８年８月３１日

上級滑空機 昭和３９年７月２９日

第二種航空身体検査証明書 第２４７６００９１号

有効期限 平成４年１２月９日

総飛行時間（発航回数） 約５５時間（約３２０回）

同型式機による飛行時間（発航回数） １１時間３６分（３９回）

最近９０日間の飛行時間（発航回数） ３時間２６分（　９回）

最近３０日間の飛行時間（発航回数） なし

注１：総飛行時間（発航回数）のうち記録のあったものは、平成３年２月２１ 

日以後に飛行した２５時間１１分（７３回）であり、他は機長の飛行仲間 

の口述によるおおよその飛行時間（発航回数）である。

注２：同型式機による飛行は、平成３年６月３０日以後に実施しており、上記 

の飛行時間（発航回数）は同型式機による飛行経験のすべてである。

機長は、昭和４０年から平成３年１月までの間は飛行の機会がなく、平成３年 

２月から飛行を再開し、平成４年５月以降は機長として飛行していた。

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 レット・ナードニー・ポドニク・クノビーチェ式Ｌ－１３型

製造番号 ０２６８０３

製造年月日 昭和５１年１２月６日

耐空証明書 第９２－２２－１１号

有効期限 平成５年４月１８日

総飛行時間（発航回数） １，６５７時間３２分（１４，５４９回）

前回定期検査（平成4年4月19日実施）

後の飛行時間（発航回数） ４７時間２３分（１３４回）

2.6.2　重量及び重心位置

事故当時、滑空機の重量は約４６５kg、重心位置は３０．５％ＭＡＣと推算され、



いずれも許容範囲（最大重量５００kg、重心位置範囲２３．０～３８．０％ＭＡＣ） 

内にあったものと推定される。

２．７　気象に関する情報

事故当時の現場の気象は、関係者によれば、天気は晴れ、視程は良好、風は２～３ 

m/sの南風で、雲底の高さ約１，５００ｍの積雲がわずかにあった。

現場の西約３kmに位置する結城消防署における観測値は次のとおりであった。

12時00分 天気 晴れ、風向 南、風速 ２m/s、気温 ２７℃、湿度 ３８％

２．８　事実を認定するための試験及び研究

2.8.1　機体の調査

（１）機体全般

機首部及び前席は墜落時に受けた前下方からの衝撃により激しく損傷し 

ており、前部胴体は前席の後部の位置で上方に約４５°屈曲し、後部胴体 

は主翼後縁の位置で右に約４０°屈曲していた。

左右両主翼は、翼端が前下方に強くたたきつけられた様相を呈し、主翼 

取り付け部後方が胴体から分離していた。

機首部の壊れ方及び両主翼の損傷が同程度であることから、滑空機は左 

右の傾きはほとんど無く、かなりの機首下げ姿勢で墜落したものと推定さ 

れる。

（２）操縦系統

操縦系統の調査結果は次のとおりであり、損傷や変形は墜落時の衝撃に 

よるものと推定され、事故に結びつくような不具合は認められなかった。

ア．エレベータ系統

（ア）操縦桿の下部にあるエレベータのコントロール・メカニズムは 

墜落時の衝撃により破損していた。

また、エレベータ・アクチュエーションが、墜落時の衝撃によ 

り左前方に強く引かれたように変形しており、この変形のため、 

エレベータの作動範囲が制限され、エレベータ舵面を手で作動し 

たところ、上方には動くが、ほぼ中立位置から下方には動かなか 

った。

（イ）エレベータには、半開きとなったテール・コーンと接触して生 

じたと思われる傷跡は認められなかった。

イ．エレベータ・トリム系統

トリム・タブはおおむね中立位置にあったが、トリム・レバーの



位置は、前席は操縦席の損傷が激しいため位置不明で、後席はほぼ 

機首下げ一杯の位置にあった。これは、墜落時の衝撃による胴体の 

変形等によるものと推定され、墜落前のトリムの位置は残がいから 

は分からなかった。

ウ．ラダー系統

（ア）前後席のラダー・ペダル及びラダーのコントロール・メカニズ 

ムは墜落時の衝撃により破損していた。

ラダー舵面を手で作動したところ異常は認められなかった。

（イ）ラダーの下部両側スキンにはテール・コーンとの間で擦れたと 

思われる跡が認められたが、これは、水平尾翼の折り畳み、組み 

立て作業時に、テール・コーンが上方に持ち上げられた時に生じ 

たものと推定される。

エ．エルロン系統

墜落時の衝撃による左右主翼後部の胴体からの分離等の損傷に伴 

って、コントロール・プッシュ・ロッドが左右とも胴体側から外れ 

ていた。

オ．ダイブブレーキ系統

墜落時の衝撃による左右主翼後部の胴体からの分離等の損傷に伴 

って、トルク・チューブが左右とも胴体側から外れていた。

ダイブブレーキは左右ともほぼ全閉の位置にあったが、ダイブブ 

レーキ・レバーは前後席とも全開の位置にあった。これは、墜落時 

の損傷によるものと推定され、墜落前のダイブ・ブレーキは、２．１ 

項で述べた目撃情報から全閉の位置にあったものと推定される。

カ．フラップ系統

墜落時の衝撃による左右主翼後部の胴体からの分離等の損傷に伴 

って、トルク・チューブが左右とも胴体側から外れていた。

調査時、フラップは左主翼側が約８０％下げ、右主翼側が約５０ 

％下げの位置に、フラップ・レバーは前後席ともほぼ下げ一杯の位 

置にあったが、事故直後、滑空機から搭乗者を救出した者によれば、 

その時フラップは上げ位置であったとのことである。墜落時の衝撃 

によるコントロール系統の損傷等により、フラップ・レバーは下げ 

位置に動き、またフラップはその後上記の位置まで自重で下がった 

ものと推定され、墜落前のフラップは上げ位置にあったものと推定 

される。



（３）曳航装置

曳航フックに異常は認められなかったが、レリーズ・メカニズムは墜落 

時の衝撃により変形しており、後席のレリーズ・ノブは再前方の位置にあ 

ったが、前席のレリーズ・ノブは約７cm引かれた位置にあった。

（４）テール・コーン

胴体最後部を整形しているテール・コーンは、前方開口部が左右の最大 

径１４cm、上下の径２８cmのほぼ楕円形、前後の長さ４３．５cmのコーン状 

のアルミ合金製のカバーである。

テール・コーンは上下２箇所で胴体に装着され、上部はヒンジ止めで、 

下部はボルト止めである。水平尾翼の折り畳み、組立て作業時には、下部 

のボルト止め部の装着を外し、上部のヒンジを支点としてテール・コーン 

を上方に開いて作業を行う。

ア．テール・コーンの装着状態

滑空機の下部の装着箇所のボルトは、胴体側の取付け金具の穴を 

通さず、テール・コーン側の取付け金具の穴を通したのみでナット 

が締められていた。

このため、滑空機のテール・コーンは、下部が胴体から外れて半 

開き状態となっており、前方上部のヒンジを支点として自由に動け 

る状態であった。（付図２参照）

イ．テール・コーンの傷

（ア）テール・コーン上部のヒンジ取付け部左端近くに、先端にスト 

ップ・ホールが施された長さ約１cmのクラックが認められた。（写 

真３参照）このクラックは、飛行中の振動等による疲労により生 

じたものと考えられる。

（イ）テール・コーンの左右側面には、エレベータと擦れたと思われ 

る跡が認められたが、これは、水平尾翼の折り畳み、組立て作業 

時に生じたものと推定される。

2.8.2　半開き状態のテール・コーンが飛行に及ぼす影響

（１）ラダー又はエレベータの操舵に及ぼす影響

テール・コーンは、ラダーの後方部分の下方、左右エレベータの間隙部に装 

着されている（写真４参照）ので、半開き状態のテール・コーンが装着時の位 

置から大きく上方にずれた場合には、ラダー又はエレベータと接触する可能性 

があり、状況によっては操舵に影響を及ぼすことが考えられる。

このため地上において、前方上部のヒンジを支点としてテール・コーンを上



方に開いていき、装着位置からのずれを変化させて、テール・コーンがラダー 

等と接触して、それらの操舵に影響を及ぼすことがないかを調査した。

その結果、ラダーが約１０°の舵角以上に操舵されている時に、テール・コー 

ンが大きく上方に開いた場合にはラダーの操舵に影響を及ぼす可能性があるが、 

その他の場合にはラダー又はエレベータの操舵に影響を及ぼす可能性のある接 

触の状態は生じなかった。

ラダーの舵角が約１０°以上取られているときには、テール・コーンの装着位 

置の上方にテール・コーンの幅以上の空間ができるので、テール・コーンはラ 

ダーの下面を越えて大きく上方に上げることが可能であり、この状態が生じる 

と、ラダーの下面よりも上方に上がった部分がラダーの内側に位置して、ラダ 

ーの内側への動きを阻害する可能性がある。（写真５参照）

もしも飛行中の滑空機に、上記のような操舵したラダーが戻せない状況が発 

生したとすれば、操縦者はそれに対抗して大きな力でラダー・ペダルを操作し 

たはずであり、その場合には、ラダー、テール・コーンあるいはテール・コー 

ンの取付けヒンジ部に変形あるいは損傷が生じるものと考えられる。

しかしながら滑空機には、そのような変形等の形跡は認められなかったこと 

から、テール・コーンによって、ラダーの操舵が阻害される状況も発生しなか 

ったものと推定される。

以上のことから、滑空機が半開き状態となったテール・コーンによって、ラ 

ダー又はエレベータの操舵に影響を受けた可能性は考えられない。

（２）飛行性能等への影響

テール・コーンが半開き状態となった場合の飛行性能等への影響については、 

テール・コーンの寸法、形状等から、無視し得る程度のものと推定される。

ただし、テール・コーンが前方上部のヒンジを支点として、自由に動ける状 

態となること及び胴体最後部の整形が崩れて周辺の空気の流れが乱れることか 

ら、機体後部に異常な音や振動を生じる可能性は考えられる。

２．９　その他必要な事項

2.9.1　曳航機及び曳航索

（１）曳航機

曳航機の型式は、パイパー式ＰＡ－１８－１５０型機（１８０馬力）である。

曳航機は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われており、調 

査の結果、曳航機及び曳航機の曳航装置に異常は認められなかった。

曳航機の機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を 

有していた。



（２）曳航索

曳航索は長さ５１ｍで、曳航索及び曳航リングに異常は認められなかった。

2.9.2　離脱地点付近の概要

滑空機が曳航索を離脱した滑空場南端付近の地形は、南側及び南西側は桑畑で、 

約３００ｍ南にはＪＲ水戸線の鉄橋があり、東側は滑空場よりも約５ｍ低い河川敷 

（高さ約１．５ｍの葦が密生）で、その約１００ｍ東が水流となっている。

滑空場及び桑畑のある河川敷と東側の一段低い河川敷との間は、幅約５ｍの道路、 

法面の幅約１０ｍのコンクリート堤防（片面）、幅約５ｍのテトラポット帯となっ 

ている。

以上のことから、滑空機が曳航索を離脱した地点の前方には、適当な不時着場は 

なかったものと考えられる。

2.9.3　滑空機の性能及び操縦席からの視界

（１）滑空機の性能

滑空機の飛行規程によれば、事故時の重量に対応する失速速度等は次のとお 

りである。

失速速度 ：６０km/h

最良滑空比速度：８５km/h（滑空比 １：２８）

最小沈下率速度：７７．５km/h（沈下率 ０．８２m/s）

（２）滑空機の操縦席からの視界

滑空機の操縦席からの視界について、同型式機により調査飛行を行った結果 

は次のとおりであった。

滑空機の操縦席からの前下方視界は比較的悪く、長さ５０ｍの曳航索を使用 

して、飛行機曳航を行った場合、滑空機が曳航機よりも約５ｍ以上高い位置に 

なると、曳航機は前席操縦者の視界外となる。後席からの前下方視界は更に悪 

い。

３　事実を認定した理由

3.1　解析

3.1.1　機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい 

た。



3.1.2　滑空機は有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた。

3.1.3　調査の結果、滑空機は飛行中にテール・コーンが半開きの状態になったこと 

を除き、事故発生まで異常はなかったものと推定される。

滑空機は、2.8.1項（４）アのテール・コーンの装着状態に述べたことから、テー 

ル・コーンの下部が胴体に装着されていない状態で飛行を行い、飛行中に当該部分 

が胴体から離れ、テール・コーンが半開きの状態になったものと推定される。

ただし、滑空機は、2.8.2項に述べたように、テール・コーンが半開きの状態にな 

ったことによっては、事故に結びつくような操舵への影響や飛行性能等に対する影 

響は受けなかったものと推定される。

3.1.4　曳航機及び曳航索に異常は認められず、曳航飛行にも異常はなかったものと 

推定される。また、離脱後の曳航機の飛行経路等も滑空機の飛行に支障を及ぼすこ 

とはなかったものと推定される。

3.1.5　当時の気象は、事故発生に関連はなかったものと推定される。

3.1.6　曳航機の機長及び目撃者の口述から、滑空機は離陸後、曳航機よりも異常に 

高い位置となったため、約３０ｍの低高度で曳航索を離脱したものと推定される。

滑空機が追随位置を上方に逸脱したことについては、機体等には異常が認められ 

なかったことから、機長の操作が不適切であったことが考えられる。

滑空機と曳航機との高度差が約５ｍを越えた時点で、滑空機の前下方視界の制約 

から、機長は曳航機を見失ったものと推定される。

滑空機が低高度で曳航索を離脱したことについては、追随位置が高くなり過ぎた 

ことによって、滑空機が曳航機の尾部を吊り上げる危険を生じ、また機長が曳航機 

を見失って衝突の危険も生じたため、機長は曳航索を離脱することによって、これ 

らの危険を回避しようとしたものと推定される。

3.1.7　曳航機の機長及び目撃者の口述から、曳航索を離脱した後の滑空機は、曳航 

機との衝突を避けるため機首上げ操作をするとともに、更にダイブブレーキを使用 

して急激な減速を行ったものと推定される。

この操作によって、滑空機の速度は離脱時の約１００km/hから失速速度近くまで 

急激に減速したものと推定される。

3.1.8　その後滑空機は、前方に適当な不時着場がなかったため旋回して不時着しよ



うとしたが、減速したまま低速度で旋回を行ったため失速し、低高度であったため 

回復の余裕のないまま墜落したものと推定される。

４　原因

本事故は、滑空機が飛行機曳航により離陸した後、曳航機に対する追随位置が高く 

なり過ぎたため、低高度で曳航索を離脱し、曳航機との衝突を避けようとして減速し、 

低速度のまま旋回を行ったため失速したことによるものと推定される。
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付図２　テール・コーンの装着状況



付図３　レット・ナードニー・ポドニク・クノビーチェ式Ｌ－１３型

三面図



写真１　事故現場

写真２　事故機



写真３　テール・コーンのクラック

写真４　テール・コーンとラダー及び
エレベータとの位置関係



写真５　テール・コーンとラダーの接触

（ラダー舵角が約１０°以上の時）


